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規 則

北海道個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公

布する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則
北海道個人情報保護条例の一部を改正する条例（平成 年北海道条例第 号）附則第１項

第２号に掲げる規定の施行期日は、平成 年４月１日とする。

告 示

北海道告示第 号

北海道青少年保護育成条例（昭和 年北海道条例第 号）第４条第１項の規定により、次
の興行を有害興行として指定する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
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北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次のとおり土地改良事
業の土地改良事業計画の変更を認可した。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 事 業 主 体 名 事業の種類
平成 上川土地改良区 維 持 管 理
同 愛別土地改良区 同
同 比布土地改良区 同
同 旭鷹土地改良区 同

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次の地区について道営

興行の
種 別

興 行 の 題 名 制作会社又は
配 給 会 社

指定の
範 囲

指 定 の 理 由

映 画 馬と後妻と令嬢 オーピー映画

全 部

著しく粗 性を助長し、性的感情を刺
激し、又は道義心を傷つけるもの等で
あって、青少年の健全な育成を害する
おそれがあると認められるため

同 紅薔薇婦人 新東宝映画
同 美人セールスレディ

後ろから汚せ
オーピー映画
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土地改良事業の土地改良事業計画を定めた。
その関係書類は、平成 年３月 日から 日間、一般の縦覧に供する。
なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起
算して 日以内に北海道知事に異議申立てをすることができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
斜 里 越 川 畑地帯総合整備［担い手支援型］（区画整理、暗きょ、土層改良） 北海道網走支庁
網 走 東 部 同 同
豊 別 草地整備［担い手中核型］（農道、区画整理） 北海道宗谷支庁
猿 払 北 部 一般農道整備［集乳農道］ 同

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のとおり土地改
良事業の工事の完了の届出があった。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
事業主体名 地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
千 歳 市 中 央 長 都 ３ 災害復旧（農業用施設） 平成
同 中 央 長 都 ４ 同 同
同 中 央 長 都 ５ 同 同
同 中央長都６ １ 同 同
同 中央長都６ ２ 同 同
同 中 央 長 都 ７ 同 同
同 中 央 長 都 ９ 同 同

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（海岸保全区域の指定）の一部を次のように改正する。
その関係図面は、北海道農政部農村整備課、北海道宗谷支庁農業振興部調整課及び猿払村
役場に備え置いて縦覧に供する。

平成 年３月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

６北見沿岸海岸保全区域の表北見沿岸の 猿払海岸の猿払村の項海岸保全区域の欄の２の
事項を次のように改める。
２ 猿払地区海岸の次の基点 から基点 までの各点を順次に結ぶ線、基点 と補点 を結
ぶ線、補点 から補点 までの各点を順次に結ぶ線及び基点 と補点 を結ぶ線によって
囲まれた区域
基点 ３級基準点 座標値（ ＋ ＋ ）から方向角

度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
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基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
基点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 １ 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 ２ 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 ３ 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 ４ 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点
補点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 枝幸郡枝幸町下幌別 の１、 の１、 の１、

２ 指 定 の 目 的 風害の防備
３ 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道宗谷支庁経済部林務課及び枝幸町役
場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 稚内市大字声問村字恵北 の１、 の２、字上声問 、大

字宗谷村字増幌 の１
２ 指 定 の 目 的 水源のかん養
３ 指 定 施 業 要 件

立木の伐採の方法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
字恵北 の２、字上声問

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道宗谷支庁経済部林務課及び稚内市役
所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 稚内市港３丁目 （次の図に示す部分に限る。）
２ 指 定 の 目 的 なだれの危険の防止
３ 指 定 施 業 要 件

立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷支庁経
済部林務課及び稚内市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
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その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日から
２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
路線名及び縦覧場所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 小 石 狩 線 石狩市親船町 番１地先から 平成
北海道札幌土木現業所 石狩市親船町 番４地先まで
道 道 岩 見 沢 石 狩 線 石狩郡当別町字東裏 番１地先から 同
北海道札幌土木現業所 石狩郡当別町字東裏 番 地先まで

石狩郡当別町字東裏 番１地先から 同
石狩郡当別町字東裏 番２地先まで

道道 恵 庭 栗 山 線 夕張郡長沼町 番地先から 同
北海道札幌土木現業所 夕張郡長沼町 番 地先（河川敷地）まで
道道 枝幸音威子府線 枝幸郡歌登町西町 番９地先から 同
北海道稚内土木現業所 枝幸郡歌登町西町 番 地先まで

枝幸郡歌登町桧垣町 番５地先から 同
枝幸郡歌登町桧垣町 番 地先まで

道道 歌登咲来停車場線 枝幸郡歌登町本幌別 番１地先から枝幸郡歌登町本 同
北海道稚内土木現業所 幌別国有林宗谷森林管理署 林班れ小班地先まで

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び北海道旭川土木現業所に備え置いて、告示
の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名 山部北の峰線
３ 道路の区域
区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
富良野市 番１地先から

前 から ――富良野市 番１地先まで まで

後 から ――まで

北海道告示第 号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 年法律第 号）第３条第１項の規
定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
その関係図面は、北海道建設部砂防災害課及び北海道函館土木現業所に備え置いて縦覧に
供する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
南茅部黒鷲その２地区急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱４号までを順次結んだ線及び標柱１号と
標柱４号を結んだ線によって囲まれた区域。
市 字 地 番 標柱番号
函館市 尾札部町 番１ １、４
同 同 番１ ２、３

支 庁 告 示

北海道上川支庁告示第 号

次の貸金業者の所在及び営業所の所在地を確知できないので、貸金業の規制等に関する法
律（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により公告する。
なお、公告の日から 日を経過しても申出がないときは、同項の規定により当該貸金業者
の登録を取り消すことがある。
平成 年３月 日

北海道上川支庁長 橋 教 一
１ 住 所 上川郡東神楽町ひじり野南３条２丁目３番 号
２ 商 号 又 は 名 称 フォレスト
３ 氏 名 高橋 典寿
４ 登 録 番 号 北海道知事 上第 号
５ 主たる営業所の所在地 旭川市神楽２条８丁目１番 号 ニューライフコーポ 号
６ 従たる営業所の名称及 なし
び所在地

道 監 査 委 員 公 表

監査公表第１号

地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条第４項の規定により、住民監査請求に係る監
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査の結果を次のとおり公表する。
（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、北海道監査委員事務局総務課に備え置いて
一般の縦覧に供する。）
平成 年３月 日

北海道監査委員 橋 由紀雄
北海道監査委員 加 藤 唯 勝
北海道監査委員 徳 永 光 孝
北海道監査委員 宮 間 利 一

監査公表第２号

地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条の 第１項の規定により包括外部監査人が行
った平成 年度の包括外部監査の結果に基づき、同法第 条の 第６項の規定により平成
年２月９日付けで知事から措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。
（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、北海道監査委員事務局総務課に備え置いて
一般の縦覧に供する。）
平成 年３月 日

北海道監査委員 橋 由紀雄
北海道監査委員 加 藤 唯 勝
北海道監査委員 徳 永 光 孝
北海道監査委員 宮 間 利 一

道 公 安 員 会 規 則

北海道警察の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道公安委員会委員長 矢 吹 徹 雄
北海道公安委員会規則第１号

北海道警察の組織に関する規則の一部を改正する規則
北海道警察の組織に関する規則（昭和 年北海道公安委員会規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。
第 条中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。

駐車対策センターに関すること。
第 条の３の見出し及び同条中「情報発信推進室」を「情報発信室」に改める。
第 条の９の次に次の１条を加える。
（琴似留置場）

第 条の 総務部留置管理課に、琴似留置場を附置する。
２ 琴似留置場においては、留置業務に関する事務を行う。
第 条の７及び第 条の８を次のように改める。
（交通特別捜査室）
第 条の７ 交通部交通指導課に、交通特別捜査室を附置する。
２ 交通特別捜査室においては、交通事故及び交通事件の捜査等に関する事務並びに 走族
対策に関する事務を行う。
（駐車対策センター）
第 条の８ 交通部交通指導課に、駐車対策センターを附置する。
２ 駐車対策センターにおいては、放置駐車違反の取締りに関する事務を行う。
第 条の３第２項中「、逮捕術、体育及び救急法」を「及び逮捕術」に改める。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

道路交通法の規定に基づく講習に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月 日

北海道公安委員会委員長 矢 吹 徹 雄
北海道公安委員会規則第２号

道路交通法の規定に基づく講習に関する規則の一部を改正する規則
道路交通法の規定に基づく講習に関する規則（平成元年北海道公安委員会規則第９号）の
一部を次のように改正する。
第 条の４を次のように改める。
（講習指導員の要件）
第 条の４ 高齢者講習の講習指導員の備えるべき要件は、次に掲げるとおりとする。

歳以上であること。
講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許（仮免許を除く。以
下同じ。）を現に受けている者であること。
次のいずれにも該当しない者であること。
ア 運転適性指導（法第 条の４第１項第１号の運転適性指導をいう。以下同じ。）
について不正な行為をしたため運転適性指導員、停止処分者講習指導員、高齢者講習
指導員又は違反者講習指導員のいずれかの職を解任された日から起算して２年を経過
していない者
イ 法第 条の４第７号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又
はその執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過していない者
ウ 自動車等の運転に関し刑法第 条の２の罪若しくは同法第 条第１項の罪又は法
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に規定する罪（イに規定する罪を除く。）を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行
を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過してい
ない者
次のいずれにも該当する者であること。
ア 運転適性に関する業務に関し、次のいずれかに該当する者であること。

運転適性検査指導者資格者証の交付を受け、運転適性に関する業務に従事した経
験の期間がおおむね１年以上ある者
公安委員会が運転適性に関する業務に関し に掲げる者と同等以上の技能、知識

及び経験を有すると認める者
イ 自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、次のいずれかに該当する者であ
ること。ただし、受講者の利便性を図るため高齢者講習を過疎地、辺地等を含む地域
に存する場所において実施する必要がある場合は、この限りでない。

普通自動車を用いた講習を指導する指導員については、普通自動車に係る教習指
導員資格者証の交付を受けている者又は普通自動車に係る届出教習所指導員課程を
修了した者で、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間が
おおむね１年以上あるもの
二輪車を用いた講習を指導する指導員については、大型自動二輪車若しくは普通
自動二輪車に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者又は大型自動二輪車若
しくは普通自動二輪車に係る届出教習所指導員課程を修了した者で、自動車の運転
に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね１年以上あるもの
公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し 又は に掲げる

者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者
次のいずれかに該当する者であること。
ア 公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格した
者
イ 講習における指導に必要な技能及び知識に関する国 公安委員会が指定する講習
（自動車安全運転センターが実施する新任運転適性指導員研修、運転適性講習指導員
研修又は高齢者講習指導員研修をいう。）を終了した者

第 条の 及び第 条の 中「通常講習」を「シニア運転者講習」に改める。
第 条の の見出し中「（訓練指導員）」を「（講習指導員）」に改め、同条中「第
条」を「第 条の４」に、「停止処分者講習」を「高齢者講習」に改める。

附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 北海道総務部法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第 号

高齢者講習実施規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成 年３月 日

北海道警察本部長 口 建 史
高齢者講習実施規程の一部を改正する規程

高齢者講習実施規程（平成 年北海道警察本部告示第 号）の一部を次のように改正する。
第４条第８号に次のただし書を加える。
ただし、教室や講習指導員が不足するなど、実施体制上、初回受講者と分離することが
困難である場合は、初回受講者と合同で実施することができることとする。この場合、座
学講習では、２回目以上の受講者に前回の講習を受講してから自らの運転の仕方が変わっ
たところ、心掛けている安全運転のポイント等について発表させるなど、講習効果を高め
るよう創意工夫を凝らすこと。
附 則

この規程は、平成 年４月１日から施行する。

北海道警察本部告示第 号

特定任意高齢者講習等実施規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成 年３月 日

北海道警察本部長 口 建 史
特定任意高齢者講習等実施規程の一部を改正する規程

特定任意高齢者講習等実施規程（平成 年北海道警察本部告示第 号）の一部を次のよう
に改正する。
第２条第２項中「（通常）」を「（シニア運転者）」に改める。
別表１中「第２ 特定任意高齢者講習（通常）」を「第２ 特定任意高齢者講習（シニア
運転者）」に改める。
別記様式第２号、別記様式第３号、別記様式第５号、別記様式第６号、別記様式第７号及
び別記様式第８号中「簡易・通常」を「簡易・シニア運転者」に改める。

附 則

この規程は、平成 年４月１日から施行する。


